
2023年11月25日(土) 開催

〈出店要項〉



開催概要

【さくほリビングマーケット（ vol.13)】および

【さくほ暮らしの蚤の市】  を同時・同会場にて開催します。

日　時：　2023年11月25日(土) 　10:00～13:00

会　場：　佐久穂町生涯学習館　花の郷・茂来館　交流ラウンジ

　　　　　　　（長野県南佐久郡佐久穂町海瀬2570）

出店数：　14店舗程度

　　　　　



企画趣旨

【さくほリビングマーケット】趣旨

まちで取り組みたい新しいコト（大小さまざまな挑

戦）を試したり、知らせたりできるマーケットイベント

です。

市場（マーケット）を仲立ちにして、佐久穂町に関わるさまざまな個人やコミュニティの可視化と交流を目

的としています。またその営みを小さく長く続けていくことで、町の課題解決や価値創造に繋がる「挑戦

と応援のプラットフォーム」づくりを目指しています。

【さくほ暮らしの蚤の市】趣旨

身の回りのモノを通じて人と人とが繋がるフリー

マーケットです。



出店募集について【さくほリビングマーケット】

①

対象

個人、団体（任意団体／法人）

いずれでもOK

②

地理

要件

出店される活動が佐久穂町と何かしらの

形で関わることが条件です。

（佐久穂町内在住や町内勤務等の条件は問い

ません）

③

活動

内容

ア．その活動は佐久穂町に関わることで

ある

イ．その活動には多少なりとも公益性が

認められる
　　（「出店者自身以外の第三者のためになる」

ことでもあるかどうか）

ウ．その活動は、出店者自身が「やりた

い」ことである

記号 内容
食品出店

ガイドライン

保健所へ

の届出

A 活動紹介【無料】 不要 不要

B
体験やワークショップ、

新商品のお試し販売【無料／有料】
不要 不要

C 試食・試飲【無料】 ○ 不要

D 食品販売【有料】 （出店者自ら加工・製造した食品を持

ち込んで販売する場合）
○ 不要

E 飲食提供【有料】 （出店者自ら加工・製造した食品を、

会場内にて簡易調理を施して提供する場合）
○ ○

(1) 本イベントの趣旨に賛同いただいた方で、

　  以下の出店条件を満たす方が対象です。

(2) 出店いただく内容は、 A〜Eに該当する方を想定しています。

※食品が関係してくる出店者の皆さま（出店内容C〜E）は、食品衛生の観点から

　本イベントが定める「食品出店ガイドライン」を確認いただき、

　イベント事務局が代表して提出する保健所への届出にご協力いただく必要があります。

　詳細につきましては上記リンク先の「食品出店ガイドライン」にてご説明します。

https://docs.google.com/document/d/1D5pTbKPHqxiTLAo8mivwO82OsijhZPvBvc7kjVzGfvA/edit?usp=sharing


出店募集について【さくほ暮らしの蚤の市】

(1) 本イベントの趣旨に賛同いただいた方で、

　  以下の出店条件を満たす方が対象です。

(2) 本イベントに出店できる品物については

　  概ね下記のような品々を想定しています。

◎古道具、古着、古本等のリユース品

◎自宅や店舗等に眠っている

　「不要だけど捨てるにはもったいないもの」

◎ご自身で制作・販売している手作りの作品

　（クラフト品、ハンドメイド品）

※転売目的で購入した市販品を売ることはできません。

　古物商許可が必要となるほか、イベントの趣旨に

　沿わないため、本イベントでは出店対象外となります。

① 
対象

個人、団体（任意団体／法人）

いずれでもOK

② 
地理

要件

佐久穂町在住の方／佐久穂町と何らかの

関わりのある方

（応募者多数の場合は佐久穂町内在住者を優先

することがあります）



出店に際しての基本事項

(1) 出店スペースは「横2m×奥行1m」ほどを予定しています。

(2) 出店に必要な備品は原則出店者にて用意していただく必要があります（机や椅子、レジャーシート等、必要に応じて）

　下記備品について、希望者には主催者より貸出しが可能です。

　数に限りがありますので希望者が多い場合は抽選となります。

　【さくほリビングマーケット】→　マーケット屋台（希望者抽選）または長机

　【さくほ暮らしの蚤の市】　　→　長机（１店舗につき１台）

　※なお、会場内には電源の用意はありません。キッチンカー等を除き、火器類の使用も原則不可です。

　※発電機持参での電気利用は可能です。その場合は玄関通路（屋外）で出店いただきます。

　　玄関通路出店希望が4組を超える場合は抽選になります。

　※これ以外に飲食提供を行う場合は、飲食提供に必要な備品のほか、食品衛生上の観点から

　　必要な備品があります。詳しくは食品出店ガイドラインをご確認ください。

(3) イベント主催者として当日のイベント保険（対人・対物補償）には加入しますが、

　  事故、怪我などが起きないよう細心の注意を払ってください。

(4)  搬入や搬出など、当日の流れについては、出店決定後にご連絡いたします。



応募について

〈応募方法〉
　下記それぞれの申込フォームからお申し込みください。

　◎【さくほリビングマーケット】　申込フォーム

　◎【さくほ暮らしの蚤の市】　申込フォーム

〈出店者募集期間〉
　2023年10月16日(月) 〜 11月6日(月)昼12時

　※なるべく全ての方に出店いただけるよう調整しますが、応募者多数の場合は抽選となる場合があります。
    ※なお、より多くの方に出店いただくため、抽選となった場合は
　　本事業において初めて出店申込をされた方を予め優先させていただきます。ご了承ください。

　※出店決定連絡は、11月6日(月)夜までに行います。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAMh_PXz33Qh9rkIeEs8wPjgR2S0wKmSpLeHa8FUrzgUgQlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsNmBNB3UZT-oeBmHYN_CTR2P7R9z3c6E0g0FFAI7hg_4Sow/viewform?usp=sf_link


その他

さくほリビングマーケット、さくほ暮らしの蚤の市では、
２つのマーケットを一緒につくってくださる皆さんを募集しています。

（１）マーケット設営サポート
　ヤタイやタープの組み立て（ 8:30〜9:30）や片付け（13:00〜13:30）を手伝っていただける方を
　募集しています。

（２）その他
　上記以外で何かアイデアをお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

ーーー
詳しくは公式SNS等でもお知らせをしますが、ご希望がある場合は、
お問い合わせ先まで個別にご相談ください。



お問合せ先

佐久穂町役場 総合政策課 政策推進係

電話：0267-86-2553

メール：seisaku@town.sakuho.nagano.jp

令和5年度 佐久穂町産学官民共創プラットフォーム構築事業


